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第１章 経営戦略策定の趣旨について 

 

１．策定の趣旨 

 

 下水道とは、市民の生活環境の改善、浸水の防除、公共用水域の水質保全という役割をも

った、公共性・公益性の高い、重要な基盤施設です。 

しかし、人口減少、少子高齢化、生活様式の変化、省資源化、経済成長の鈍化等の社会構

造の変化により下水道使用料の大幅な増収は見込めないことから、今後の経営環境は厳し

さを増していくことが予想されます。 

 

 この「経営戦略」は、それら経営環境の変化に適切に対応し、持続可能な下水道事業の実

現に向け、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組み、市民に対し「安全で快適

な下水道サービスを持続的・安定的に提供する」ための指針として策定するものです。 

 

２．経営戦略の位置づけ 

 

平成２６年８月２９日付総務省通知「公営企業の経営に当たっての留意事項について」

にて、施設等の老朽化に伴う更新投資の増大、人口減少に伴う料金収入の減少等により、

公営企業をめぐる経営環境は厳しさを増す中で、引き続き公営企業として事業を行う場合

には、自らの経営等について的確な現状把握を行った上で、中長期的な視野に基づく計画

的な経営に取り組み、徹底した効率化、経営健全化を行うことが必要であり、そのため

に、各公営企業において、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、経営

基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むこととされています。 

そのため、本市では下水道事業の中でも高資本費対策の対象事業となっている特定環境

保全公共下水道事業・農業集落排水事業・漁業集落排水事業について、平成２８年度に経

営戦略を策定しました。今回、公共下水道事業について経営戦略を策定し、中長期的な収

支見通しの下に、維持管理費や建設投資の適正化や使用料金体系の見直しの指針としま

す。 

 

３．計画期間 

 平成３０年度～平成３９年度の１０年間 
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第２章 経営の基本方針 

 

 下水道事業全般については、適正な維持管理と将来の更新を見据えたストックマネジメ

ントを行っていく必要があります。 

 また、人口減少、少子高齢化、生活様式の変化、省資源化、経済成長の鈍化等の社会構

造の変化により下水道使用料の大幅な増収は見込めないことから、経営環境は厳しくなる

ことが予想されます。 

 そのため、持続可能な下水道事業の実現に向け、中長期的な経営の基本計画である経営

戦略を策定し、市民に対し「安全で快適な下水道サービスを持続的・安定的に提供する」

ことを基本方針とします。 
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第３章 事業の現状と課題 

 

１． 事業概要 

 臼杵市の公共下水道事業は、公共用水域の水質保全と住環境の改善を図ることを目的

に、昭和５３年２月に建設事業を開始し、昭和５８年７月の供用開始以降も処理区域の拡大

を図ってきました。平成２７年度の臼杵市生活排水処理施設整備構想の見直しにより全体

計画面積を２３１ha 減少させ、現在５７０ha となっています。この見直しにより、今後の

整備にも一定程度の目途が立ったところであるといえます。 

平成２６年度からは終末処理場の長寿命化事業を行っており、多額の事業費が必要にな

る上、今後も施設の維持管理等に費用がかかってくることが予想されます。 

本事業において、今後も財政状況に留意するとともに、ストックマネジメント計画を策定

した上で、人口減少や高齢化における地域社会構造の変化など、本市における下水道事業を

取りまく環境の変化にも留意しつつ効率的な事業を行っていく必要があります。 

 

①事業の現況 

 公共下水道事業の現況は以下の通りです。 

 

（１） 事業運営組織 

会計名 公共下水道事業特別会計 

特別会計設置年月日 昭和５２年１０月１日 

地方公営企業法の適用状況 法非適用（平成３２年４月１日より一部適用予定） 

 

（組織の概要） 

 臼杵市役所上下水道管理課・上下水道工務課において、公共下水道事業特別会計を設

け、事業運営を行っています。 

（組織図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（）内の人数は、下水道事業に携わる職員数です。 
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（２）普及状況 

平成２８年度末時点での公共下水道の普及状況については以下の通りです。 

処理区域面積 ４７９ｈa 

処理区域内人口 １６，５７３人 

水洗化人口 １３，６９０人 

水洗化率 ８２．６０％ 

処理区域内人口密度 ３４．６人／ｈa 

 

（３）施設の現況 

 平成２８年度末時点での公共下水道の施設の現況については以下の通りです。 

 

処理場（臼杵終末処理場）・管渠 

処理区数 ２区（臼杵処理区・市浜処理区） 

処理場数 １箇所（臼杵終末処理場） 

計画処理能力 １０，８００ ／日 

現在晴天時処理能力 １０，８００ ／日 

現在晴天時最大処理水量 ５，３５６ ／日 

年間有収水量 １，５９４，２２５  

流域下水道等への接続の有無 なし 

管渠延長 １１５ｋｍ 

 

中継ポンプ施設（計４１基 設置年度順） 

番号 施設名称 

Ｎｏ．１ 福良マンホールポンプ 

Ｎｏ．２ 二王座マンホールポンプ 

Ｎｏ．３ 東海添マンホールポンプ 

Ｎｏ．４ 塩田第１マンホールポンプ 

Ｎｏ．５ 塩田第２マンホールポンプ 

Ｎｏ．６ 塩田第３マンホールポンプ 

Ｎｏ．７ 狭間谷マンホールポンプ 

Ｎｏ．８ 門前マンホールポンプ 

Ｎｏ．９ 久保第１マンホールポンプ 

Ｎｏ．１０ 新地第１マンホールポンプ 

Ｎｏ．１１ 望月マンホールポンプ 

Ｎｏ．１２ 新地第２マンホールポンプ 
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Ｎｏ．１３ 末広マンホールポンプ 

Ｎｏ．１４ 久保第２マンホールポンプ 

Ｎｏ．１５ 祇園南マンホールポンプ 

Ｎｏ．１６ 田篠川マンホールポンプ 

Ｎｏ．１７ 新地第３マンホールポンプ 

Ｎｏ．１８ 新地第４マンホールポンプ 

Ｎｏ．１９ 新地第５マンホールポンプ 

Ｎｏ．２０ 江無田第１マンホールポンプ 

Ｎｏ．２１ 江無田第２マンホールポンプ 

Ｎｏ．２２ 西福良第１マンホールポンプ 

Ｎｏ．２３ 新地第６マンホールポンプ 

Ｎｏ．２４ 温井第１マンホールポンプ 

Ｎｏ．２５ 小河内第１マンホールポンプ 

Ｎｏ．２６ 上市浜マンホールポンプ 

Ｎｏ．２７ 浄光台第１マンホールポンプ 

Ｎｏ．２８ 東海添第２マンホールポンプ 

Ｎｏ．２９ 東海添第３マンホールポンプ 

Ｎｏ．３０ 東海添第４マンホールポンプ 

Ｎｏ．３１ 下り松マンホールポンプ 

Ｎｏ．３２ 西福良第２マンホールポンプ 

Ｎｏ．３３ 山の手マンホールポンプ 

Ｎｏ．３４ 江無田第３マンホールポンプ 

Ｎｏ．３５ 下田マンホールポンプ 

Ｎｏ．３６ 福良第２マンホールポンプ 

Ｎｏ．３７ 福良第３マンホールポンプ 

Ｎｏ．３８ 神崎マンホールポンプ 

Ｎｏ．３９ 木保佐マンホールポンプ 

Ｎｏ．４０ 黒丸マンホールポンプ 

Ｎｏ．４１ 野村マンホールポンプ 

 

汚水ポンプ場 

Ｎｏ．１ 市浜汚水中継ポンプ場 
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雨水ポンプ場 

Ｎｏ．１ 土橋雨水ポンプ場 

Ｎｏ．２ 狭間新地雨水ポンプ場 

Ｎｏ．３ 浜雨水排水機場 

Ｎｏ．４ 新地雨水排水機場 

 

（施設の最適化の実施状況） 

 平成２７年度に臼杵市生活排水処理施設整備構想の見直しを行い、野津地区を含む公共

下水道・農業集落排水施設・漁業集落排水施設について、今後の下水道事業の運営を見据

えたときに適切なのかの判定を行い、その結果、公共下水道による整備区域を８０１ｈa

から５７０ｈaに縮小しました。 

 

（４）民間活用の状況 

 臼杵終末処理場の運転管理及び汚泥処分、中継ポンプ場の運転管理業務について、外部

委託にて行っています。 

 

（５）資産活用の状況 

 臼杵終末処理場で発生した汚泥については、セメント材料として再利用しています。 

 

２． 経営状況 

 

①経営状況の現状分析 

 

※数値については毎年度の決算値を用い、表示単位以下の数値は四捨五入しています。 
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（１） 水洗化の状況 

 

 

 水洗化人口については、平成１９年度末は１３，４７１人、平成２８年度末では１３，

６９０人（平成１９年度末比２１９人増）となっています。しかし、人口減少に伴い水洗

化人口も減少するものと考えています。 

水洗化率については、平成１９年度末は８５．６％、平成２８年度末では８２．６％

（平成１９年度末比３％減）となっています。 

新たに管渠が整備される箇所の接続が見込まれること、また、今後も引き続き接続推進

は行っていきますが、人口減少も見込まれることから、水洗化率についてはほぼ横ばいで

推移するものと考えています。 
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（２） 有収水量の状況 

※有収水量とは、料金徴収の対象となった水量のことです。 

 

 

 

有収水量については、平成１９年度は１，５８３，０２３ 、平成２８年度では１，５

９４，２２５ （平成１９年度比１１，２０２ 増）となっています。   

しかし、平成２６年度をピークに減少傾向にあり、平成２８年度では平成２６年度比１

１９，１７１ 減となっています。 

一日一人当たりの有収水量については、平成１９年度は３２２ /日・人、平成２８年度
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では３１９ /日・人（平成１９年度比３ /日・人減）となっています。また、平成２６年

度をピークに減少傾向にあり、平成２８年度では平成２６年度比１９ /日・人減となって

います。 

主な要因としては人口減少や節水機器の普及・節水意識の高まり等があり、今後も有収

水量は減少していく見込みです。 

 

（３） 下水道使用料の状況 

 

下水道使用料については、平成１９年度は２３４，４６９千円、平成２８年度では２７

８，０６６千円（平成１９年度比４３，５９７千円増）となっています。面的整備と併せ

て接続推進を行ったことによる効果も、増加要因のひとつです。 

しかし、人口減少や節水機器の普及・節水意識の高まり等があり、今後、下水道使用料

は減少していく可能性があります。 

 

（４） 一般会計繰入金の状況 

一般会計繰入金とは、公営企業に要する経費のうち、「公営企業の経営に伴う収入をも

って充てることが適当でない経費」や、「その公営企業の性質上能率的な経営を行っても

なおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経

費」について、一般会計が負担するものとされたものです。この経費負担区分のルールに

ついては毎年度「繰出基準」として総務省より各地方公共団体に通知されており、「繰出

基準」に該当するものが「基準内繰入金」、該当しないものが「基準外繰入金」（例：料

金収入等の不足により発生する財源不足について、一般会計からの繰入金による補填を行

う場合等）とされています。 

本市の公共下水道事業についても、このルールに従い一般会計より繰入を行っていま

す。 
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一般会計繰入金については、平成１９年度は総額４６６，０８１千円、平成２８年度で

は総額５１２，０００千円（平成１９年度比４５，９１９千円増）となっています。増加

の要因は、主に基準内繰入金の増加によるものです。 

 

基準内繰入金については、平成１９年度は４２７，３１９千円（繰入金全体に対する割合

９１．７％）、平成２８年度では４９４，２４９千円（繰入金全体に対する割合９６．５％。

平成１９年度比６６，９３０千円増、４．８％増）となっています。その内容は、過去の投

資に係る起債の元利償還金に対するものです 

 

基準外繰入金については、平成１９年度は３８，７６２千円（繰入金全体に対する割合８．

３％）、平成２８年度では１７，７５１千円（繰入金全体に対する割合３．５％。平成１９

年度比２１，０１１千円減、４．８％減）となっています。その内容は、工事負担金等で賄

いきれなかった建設改良費に対して繰入を行ったものです。 

財源確保のため、維持管理や建設投資の費用の削減等、経営の合理化・改善を行い、並行

して将来を見据えた使用料金体系の見直しを行う必要があります。 
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（５） 起債償還金の状況 

 

 

 起債償還金については、平成１９年度末の１，５８６，３１９千円をピークとして、減

少傾向にあります。 

 今後も、雨水対策事業、処理場の更新事業、未普及解消事業等で新たな借入が見込まれ

ます。また資本費平準化債等の借入も見込まれますが、それらを加味しても、起債償還金

については今後も減少を続ける見込みです。 

 

（６） 起債残高の状況 
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５４百万円（平成１９年度末比２，０４１百万円減）となっています。 

毎年度の償還額よりも借入額が少なくなるように事業計画をしているため、（５）起債

償還金の状況でも述べた通り、起債残高については今後も減少を続ける見込みです。 

 

（７） 収益的収支比率の状況 

 

 収益的収支比率は、料金収入や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用に地方債償

還金を加えた費用をどの程度賄えているかを表す指標です。 

当該指標は、単年度の収支が黒字であることを示す100％以上となっていることが必要

です。数値が100％未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示しているため、経営

改善に向けた取組が必要です。 

一方、当該指標が100％未満の場合であっても、経年で比較した場合に、右肩上がりで

100％に近づいていれば、経営改善に向けた取組が成果を上げている可能性があるとい

え、今後も改善傾向を続けていく観点から経営内容を検討する必要があると考えられま

す。 

ただし、総収益について、使用料以外の収入に依存している場合は、使用料で回収すべ

き経費を、どの程度使用料で賄えているかを見直し、経営改善を図っていく必要がありま

す。 
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 収益的収支比率については、平成１９年度は３５．７％、平成２８年度では７０．８％

（平成１９年度比３５．１％増）と、改善傾向にあります。 

また、総収益の中に一般会計繰入金が多く含まれており、その割合は、平成１９年度は

３７９，９３１千円、６０．９％、平成２８年度では４０９，４８５千円、５８．５％

（平成１９年度比２９，５５４千円増、２．４％減）となっています。 

総収益に含まれている一般会計繰入金は、その大半（年度によっては全額）が基準内繰

入金であり、繰入金のルールに従って繰入を行っているものです。今後も引き続き、ルー

ルに沿った適正な金額の繰入を行う経営に留意していく必要があります。 

 

（８）経営比較分析表 

 その他、特環下水道事業の現在の経営状況の分析については、平成２６年度決算値を用

いた「経営比較分析表」（平成２７年度策定）を参照して下さい。 

 （臼杵市公共下水道事業 経営比較分析表） 

ＵＲＬ： 

http://www.city.usuki.oita.jp/docs/2016022900028/file_contents/03H27_koukyou.pdf 

 

 

３．「安全で快適な下水道サービスを持続的・安定的に提供していく」ための課題 

 

 今後、公共下水道事業を経営していく上での新たな課題について、主なものは以下の通

りです。 

60.9 59.3 59.1 58.9 60.2 59.1 61.5 61.3 61.5 58.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

総収益の中に含まれる繰入金の割合の推移（公共）

収益的収支の繰入金総額/総収益



 

17 

 

① 使用料収入の減少 

 これまでも述べてきた通り、今後も接続推進を行うため、新規の接続も見込めますが、

人口減少・少子高齢化、節水機器の一般家庭への普及や住民の節水意識の高まり等によっ

て、使用料収入は減少していくものと思われます。 

 

② ストックマネジメントの実施 

 平成２９年１２月に臼杵市公共下水道ストックマネジメント実施方針を策定しました。

今後はストックマネジメント計画を策定し、施設全体を対象とした施設管理を最適化して

いきます。計画にのっとり、長期的な視点で下水道施設全体の今後の老朽化の進展状況を

考慮し、リスク評価等による優先順位付けを行ったうえで、施設の点検・調査、修繕・改

築等を必要に応じて実施していきます。   

 

③雨水対策の強化について 

 平成２７年度に策定した雨水計画に基づき整備を進めてきました。しかし、平成２９年

９月の台風１８号により浸水箇所が多発したことから起因の検証と対処法の検討を行いま

した。今後は雨水対策を実施することにより、市民の財産・生命を守るため重点的な業務

として取り組む必要があります。 

 

④ 地方公営企業法適用に向けた取り組み 

本事業については、平成３２年度より地方公営企業法の一部（財務）適用を行うことと

しており、企業会計移行に向けた取り組みを早急に実施する必要があります。平成２８年

度から平成３１年度まで、下水道事業の資産調査及び資産台帳整備を実施することとし

ており、今後はこれに加えて条例整備・会計システムの導入等を行う必要があります。 

 

⑤ 他施設との統合について 

 現在、それぞれの会計で運営している公共下水道と農業集落排水施設については、長期

的には施設の更新費用・維持管理費の抑制のために、整理・統合も視野に入れた検討をす

る必要があります。 

 

⑥ 危機管理体制の強化について 

 下水道事業等については、市民の日常生活に欠くことが出来ない重要なライフラインの

ひとつでもあることから、防災・減災等の対策に取り組む必要があります。 

 

⑦ 広域化・共同化の検討について 

 ⑤で述べた施設の統廃合の検討だけでなく、維持管理の共同化や汚泥処理の広域化・共

同化等について検討していく必要があります。 


